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別添資料 

 

 

・荒木保育園の在園児保護者アンケートの結果について 

 

・令和６年度クラス懇談会 

 

・令和６年度荒木保育園重要事項説明書 

 

・配置図、平面図 

 

・５年間こども数（荒木） 

 

・保育内容（０～５歳児） 

 

・中学校区人権のまちづくり 

 

・地域子育て支援センター基本理念・基本視点・活動方針 

 

・地域子育て支援センター事業内容 

 

・荒木サロンだより 



 

 

荒木保育園の在園児保護者アンケートの結果について 

 

 

１ アンケートの概要 

 荒木保育園の民営化（民間移譲）に際して、７月に保護者説明会を開催すると

ともに、民間移譲後の園運営における心配な点や要望など、アンケートの形にて

保護者の意見聴取を行いました。（欠席した方も含む。） 

 なお、このアンケート結果については、市が取りまとめ、８月に開催した保護

者説明会にて市の考え方を回答するとともに、保護者意見が分かる資料として、

今回の公募型プロポーザルの募集要項に貼付する旨を約束したものです。 

 今回の公募型プロポーザルへの参加を検討される際には、必ずご一読いただ

いたうえで、企画提案書の作成をお願いいたします。 

 

 

２ 回収状況 

 ６１世帯（１０３世帯配布）、回収率５９％ 

 

 

３ 意見・要望（自由記入）の主な回答 

（１）保育内容  ２５件 

（２）保育士   １６件 

（３）公募手続き  ７件 

（４）保護者負担  ５件 

（５）特別支援   ５件 

（６）安全管理   ４件 

（７）合同保育   ４件 

（８）三者協議会  ３件 

（９）新規サービス ３件 

（10）給食     ２件 

（11）その他   １０件 

重要 



保護者
ほ ご し ゃ

アンケート（荒木
あ ら き

保育園
ほいくえん

） 

 

問
とい

１ お子
 こ

さんのクラスを教
おし

えて下
くだ

さい。下
した

の該当
がいとう

するクラスに〇を記入
きにゅう

して下
くだ

さい。

複数
ふくすう

のお子さんが通園
つうえん

している場合
ば あ い

は、それぞれ該当
がいとう

するクラスに〇を記入
きにゅう

して

下
くだ

さい。 

 

０歳
さい

    １歳
さい

     ２歳
さい

     ３歳
さい

    ４歳
さい

      ５歳
さい

  
（ひよこぐみ） （あひるぐみ） （すずめぐみ） （ひばりぐみ） （つばめぐみ） （たかぐみ） 

 

問
とい

２ 今
いま

の保育
ほ い く

園
えん

を選
えら

んだ１番
ばん

の理由
り ゆ う

を教
おし

えて下
くだ

さい。下
した

の内容
ないよう

から１つ選
えら

んで、番号
ばんごう

に〇を記入
きにゅう

して下
くだ

さい。 

   

 １．自宅
じ た く

に近
ちか

いから  ２．職場
しょくば

に近
ちか

いから  ３．保育
ほ い く

内容
ないよう

がよいから 

   ４．公立
こうりつ

だから    ５．知
し

り合
あ

いがいるから 

   ６．希望
き ぼ う

した保育
ほ い く

園
えん

に入園
にゅうえん

できなかったから 

   ７．その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                        ） 

 

問
とい

３ 保育
ほ い く

園
えん

を民営化
みんえいか

（民間
みんかん

移譲
いじょう

）した場合
ば あ い

のご心配
しんぱい

とご要望
ようぼう

について、それぞれ下
した

の

内容
ないよう

から３つ選
えら

んで、下
した

の回答
かいとう

欄
らん

に番号
ばんごう

を記入
きにゅう

して下
くだ

さい。 

 

  １．保育
ほ い く

方針
ほうしん

及
およ

び保育
ほ い く

内容
ないよう

          ２．施設
し せ つ

・設備
せ つ び

の安全
あんぜん

対策
たいさく

  

３．不審者
ふしんしゃ

などの安全
あんぜん

対策
たいさく

           ４．保育士
ほ い く し

の入
い

れ替
か

わり   

５．保育士
ほ い く し

の人数
にんずう

              ６．保育士
ほ い く し

の経験
けいけん

年数
ねんすう

 

 ７．給 食
きゅうしょく

の質
しつ

や量
りょう

             ８．アレルギー食
しょく

などの給 食
きゅうしょく

の対応
たいおう

 

  ９．ケガや病気
びょうき

などへの対応
たいおう

          １０．保護者
ほ ご し ゃ

と園
えん

との連携
れんけい

 

１１．保護者
ほ ご し ゃ

の意見
い け ん

などへの対応
たいおう

         １２．子
こ

育
そだ

てに関
かん

する相談
そうだん

 

１３．行事
ぎょうじ

や遠足
えんそく

などへの金銭的
きんせんてき

負担
ふ た ん

    １４．園児服
えんじふく

などの金銭的
きんせんてき

負担
ふ た ん

 

１５．延長
えんちょう

保育
ほ い く

や一時
い ち じ

預
あず

かり等
とう

のサービス １６．特
とく

になし 

１７．その他
た

（具体的
ぐたいてき

に：                        ） 

 

 
１位

い

 ２位
い

 ３位
い

 

ご心配    

ご要望    

裏面
うらめん

に続
つづ

きます                               
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（民間
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）後
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ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました。配布
は い ふ

時
じ

の封筒
ふうとう

に入れ、保育
ほ い く

園
えん

に提
てい

出
しゅつ

下
くだ

さい。 



回収率 配布： 103世帯 回答： 61世帯 回収率： 59%

問１ お子さんのクラスを教えてください。

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

7 11 13 15 12 18

問２ 今の保育園を選んだ一番の理由を教えてください。

割合

33 60.0%

1 1.8%

5 9.1%

5 9.1%

1 1.8%

3 5.5%

7 12.7%

55 100.0%

「７．その他」の回答概要

・夫が卒園した園だから ・幼研の先生に勧められて ・保育士の対応や印象がよかったから

・小学校の校区内だから ・制服がなく負担が少ない ・見学してよいと感じたから

・小規模保育がよかった。地元は違うが、いい評判を聞いたため

・園で子どもたちが野菜を育てており食育に力を入れているから

（荒木保育園）保護者アンケート 集計結果

３．保育内容がよいから

４．公立だから

５．知り合いがいるから

７．その他

６．希望した保育園に入園できなかったから

【参考】複数回答者

(6名)の回答 (件)

合計

項目
回答数 (件)

１．自宅に近いから

２．職場に近いから

3

0

5

3

0

0

4

60.0%

1.8%

9.1%

9.1%

1.8%

5.5%

12.7%
１．自宅に近いから

２．職場に近いから

３．保育内容がよいから

４．公立だから

５．知り合いがいるから

６．希望した保育園に入園できなかったから

７．その他

1



問３ 保育園を民営化（民間移譲）した場合のご心配とご要望を選んでください。（それぞれ３つまで）

（単位：件）

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

9 16 8 8 2 2

1 0 1 4 2 4

0 2 1 1 2 0

30 11 5 6 3 1

6 8 1 3 5 6

1 2 3 1 1 2

0 1 5 2 3 4

0 0 0 0 1 0

0 3 3 1 2 2

2 1 5 0 7 4

0 0 2 4 2 1

0 1 1 0 0 2

0 1 4 1 1 2

3 5 10 2 1 3

2 1 1 5 5 2

2 0 2 5 2 4

2 1 0 7 4 3

58 53 52 50 43 42

※空欄の回答もあったため、回答世帯数と合計件数は一致しない。

17．その他

16．特になし

合計

15．延長保育や一時預かり等のサービス

14．園児服などの金銭的負担

13．行事や遠足などへの金銭的負担

12．子育てに関する相談

11．保護者の意見などへの対応

10．保護者と園との連携

９．ケガや病気などへの対応

８．アレルギー食などの給食の対応

７．給食の質や量

６．保育士の経験年数

５．保育士の人数

４．保育士の入れ替わり

３．不審者などの安全対策

２．施設・設備の安全対策

１．保育方針及び保育内容

ご心配 ご要望
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．
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士
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．
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．
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．
ア
レ
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ギ
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食
な
ど
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食
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９
．
ケ
ガ
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病
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ど
へ
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1
0
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と
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子
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．
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園
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な
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．
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1
6

．
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な
し

1
7

．
そ
の
他

ご心配の内容

３位

２位

１位
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「１７．その他」の回答概要（心配・要望をまとめて記載）

１位

・負担は少ない方がいい ・保育の質・レベルの低下 ・使用済みオムツを処分してほしい

・増築し園庭が狭くなることでのびのびと遊べなくなること ・教育面等に力を入れてほしい

・今の保育士さんにできるだけ残ってもらいたい

・子どもの事。正職員の先生がいなくなったら子どもの精神面が心配な為いてほしい…。

・ほとんどの先生が変わることもあると思うので、安心して預けられるようにしてほしい

２位

・建て替え後、雨のときに送迎しやすい立地にしてほしい ・延長保育があると助かる

・経験年数の浅い保育士だと不安がある

３位

・病児保育をしてほしい ・移譲先法人が雇用する保育士の質

・子育ての不安なことを相談できる人がいてほしい

．
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ー
ビ
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荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

1
保育
内容

子どもたちの不安をあおらないように、大幅な環境の
変化は希望しない。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、協定期間満了後の具体
的な保育手法等は、協定期間内に三者協議会において
検討します。

2
保育
内容

今の保育内容、サービスの維持（それ以上だと嬉し
い）をお願いしたい。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、企画提案書では、移譲
先法人による新たな提案なども記載を求める予定で
す。なお、新たなサービス導入にあたっては、三者協
議会において意見交換を行います。

3
保育
内容

私は民間移譲された公立の卒園者です。その園は建物
が増築され、子どもの密度が高くなったと感じまし
た。感性豊かな時だからこそ、自然を感じながらのび
のび遊んでほしいと思います。民営化後、私の通った
園のようになってほしくないと強く思いますし、公立
のよさを今後も継続してほしい。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、協定期間内に三者協議
会で意見交換を行いながら、公立のよさと民間（私
立）のよさを組み合わせた新たな保育園像を作り上げ
ていくものと考えています。

4
保育
内容

「保育内容、行事の目的がしっかりしていること」、
「体をしっかり動かす、体力をつけることを主体とし
ている」ことについて、今後も継続してほしい。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、協定期間満了後の具体
的な保育手法等は、協定期間内に三者協議会において
検討します。

5
保育
内容

現在の保育内容と大きく変わらないようにしてほし
い。５歳クラスの夏のキャンプや竹馬での卒園など、
他の保育園でできないことは続けてほしい。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、協定期間満了後の具体
的な保育手法等は、協定期間内に三者協議会において
検討します。

6
保育
内容

今まで同様に自然の中で保育をしてほしい。（畑、泥
遊びなど）

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、協定期間満了後の具体
的な保育手法等は、協定期間内に三者協議会において
検討します。

7
保育
内容

現在の保育内容は引き継いでほしい。特に散歩や季節
のものを収穫するなど、子どもの感性を伸ばすことに
つながることは続けてほしい。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、協定期間満了後の具体
的な保育手法等は、協定期間内に三者協議会において
検討します。

8
保育
内容

昔からの公立である荒木保育園の保育内容や方針が良
いと思って預けている。民営化後も内容や方針は変え
ないでほしい。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、協定期間満了後の具体
的な保育手法等は、協定期間内に三者協議会において
検討します。

9
保育
内容

今の保育内容をそのまま受け継いでほしい。保育士の
入れ替わりにより、今まで対応できたものが、できな
いようにならないでほしい。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、協定期間満了後の具体
的な保育手法等は、協定期間内に三者協議会において
検討します。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

10
保育
内容

現状の荒木保育園の保育理念・方針は、変えてほしく
ない。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、協定期間満了後の具体
的な保育手法等は、協定期間内に三者協議会において
検討します。

11
保育
内容

保育方針及び保育内容をそのまま継続してほしい。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、協定期間満了後の具体
的な保育手法等は、協定期間内に三者協議会において
検討します。

12
保育
内容

今までの保育方針、内容、保育士を変えないでほし
い。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、協定期間満了後の具体
的な保育手法等は、協定期間内に三者協議会において
検討します。

13
保育
内容

移譲後も開園時間の変更はないというが、7時30分～
18時30分の間は、延長料金が発生しないという認識で
よいのか。

公私連携協定期間中（５年間）は、標準保育時間（7
時30分～18時30分）を変更しません。標準時間認定の
子どもは、7時30分から18時30分の間であれば、延長
料金は発生しません。
※現在も短時間認定の子どもは、短時間を超える預か
りを行う場合は、延長料金が発生しています。

14
保育
内容

開園、閉園の時間延長はかまわないが、縮小は困る。
公私連携協定期間中（５年間）は、標準保育時間（7
時30分～18時30分）を変更しません。

15
保育
内容

仕事が休みの日の利用も可能であり、大変助かってい
る。今後も継続してほしい。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。

16
保育
内容

就学前にひらがなの勉強を始めてほしい。（小学校で
困らないように。）

現在、荒木保育園ではひらがなの指導は行っておりま
せん。移譲先法人が決定後、三者協議会で意見交換を
行いたいと思います。

17
保育
内容

教育や先生の質が守られるのか、昨今の民間保育所で
の問題がニュースでも多いため、不安がある。
（公立だから安心して通わせていた。）

公立の保育士を評価いただき、ありがとうございま
す。ただし、久留米市の保育は多くの民間（私立）の
保育園や認定こども園により提供されていることも事
実です。公立、民間（私立）を問わず、各施設におい
て日々一所懸命保育を提供しています。

18
保育
内容

民間園では、預かり中に習い事に連れて行ってくれる
サービスがあるが、その時間に習い事に行かない子ど
もがきちんと保育してもらえるのか、不安がある。た
だ、預かるだけでなく、体を動かしたり、読み聞かせ
や歌を歌うなど、子どもの時間を大切にしてほしい。

体を動かす、読み聞かせなど、子どもの時間を大切に
することは大事だと思います。なお、習い事への送迎
等は、現在の荒木保育園では行っていないサービスで
あるため、こうしたサービス導入時の対応について
は、三者協議会において意見交換と確認を行いたいと
思います。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

19
保育
内容

子どもたちの気持ちをおざなりにしてほしくない。保
育園に変化があることを言わなくても理解できる子ど
もはいると思う。不安や心配を園と一緒に取り除き、
いつものように楽しく通園してほしい。子どもたちの
笑顔が曇ることのない保育をお願いしたい。

市では民間移譲に伴う子どもへの負担を最小限にした
いと考えています。円滑な保育が提供できる移譲先法
人を選定するとともに、引継ぎ、合同保育を通して、
安心して通園できる環境を整えたいと考えています。

20
保育
内容

現在、子どもたちの卒園までの環境の変化が一切あっ
てはならない。

原則として、公私連携協定期間中（５年間）は、現在
の荒木保育園の保育やサービス内容を継承してもらう
予定です。また、追加や変更を行う場合は、三者協議
会において話し合う予定です。

21
保育
内容

保育士がとても良い方ばかりなので、このアットホー
ムさはこれからも残していただきたい。

荒木保育園の保育士を評価いただき、ありがとうござ
います。1年間の引継ぎや実際の合同保育の中で、こ
うした園の雰囲気や子どもや保護者との関わり方につ
いて、移譲先法人に継承されるよう、引き続き取り組
んでいきたいと考えます。

22
保育
内容

子どもが楽しく通えるような保育園であってほしい。
また、子どもの気持ちに寄り添った保育をしていただ
きたい。

こども基本法の理念のとおり、「こどもまんなか社
会」の実現に向け、子どもを大切にした保育に取り組
んでいます。移譲先法人の選定にあたっても、留意し
たいと思います。

23
保育
内容

子ども第一で、今後の方針を決め、運営していただけ
ることを願っています。

こども基本法の理念のとおり、「こどもまんなか社
会」の実現に向け、子どもを大切にした保育に取り組
んでいます。移譲先法人の選定にあたっても、留意し
たいと思います。

24
保育
内容

私立になるにあたって、心配事は虐待、暴行等です。
定期的に人が入れ替わる公立とは違い、私立では虐待
等が多い印象がある。民営化にあたっては、そのよう
なことがないようセーフティネットの整備をお願いし
たい。

不適切な保育（虐待、暴行等）が生じないよう、移譲
先法人において研修に取り組むとともに、市も園への
定期、不定期の訪問や保護者アンケートを通じて、確
認を行っていく予定です。

25
保育
内容

普段から担任以外の保育士も一人ひとりの子どもたち
を見守ってくれている。保護者の意見もしっかりと聞
き入れていだき、安心して預けて仕事ができている。
今後も安心して子どもとその家族が保育園と関わりが
持てる場を残していってほしい。

公立の保育士を評価いただき、ありがとうございま
す。子どもと保護者が安心して園とかかわりを持つこ
とができる環境は大事だと考えます。移譲先法人の選
定にあたって留意したいと思います。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

1
保育
士

会計年度任用職員の保育士を絶対に残してほしい。ま
た、残りたいと思うような保障をしてほしい。

勤務条件等の決定は移譲先法人が行いますので、募集
要項において会計年度任用職員の引き続きの雇用をお
願いする旨を記載する予定です。

2
保育
士

会計年度任用職員が残らない可能性もあることは事実
であり、そのような危険性の中に子どもを晒すこと事
態が、あってはならないことである。1クラスあたり1
人の正規職員を配置し、1年毎に1人ずつ減っていく等
の対応を行うべき。

保育士が一斉に入れ替わることがないよう、ご本人の
意思が最優先となりますが、募集要項において会計年
度任用職員の引き続きの雇用をお願いする旨を記載す
る予定です。
保育内容のほか、行事や地域との関係などの施設運営
全般の引継ぎは、1年かけて行います。また、合同保
育は、他市の事例等も踏まえ、少なくとも令和8年1月
から3月を予定しています。子どもや保護者の不安の
解消に向けて、丁寧な引継ぎを行ってまいります。

3
保育
士

令和8年度以降も、市の正規保育士に残っていただき
たい。

正規の保育士は、他の公立保育園などに異動すること
となりますが、保育士が一斉に入れ替わることがない
よう、ご本人の意思が最優先となりますが、募集要項
において会計年度任用職員の引き続きの雇用をお願い
する旨を記載する予定です。
保育内容のほか、行事や地域との関係などの施設運営
全般の引継ぎは、1年かけて行います。また、合同保
育は、他市の事例等も踏まえ、少なくとも令和8年1月
から3月を予定しています。子どもや保護者の不安の
解消に向けて、丁寧な引継ぎを行ってまいります。

4
保育
士

できれば保育士の入れ替わりがなく、継続してみてほ
しい。

正規保育士は他の公立保育園へ異動となりますが、会
計年度任用職員の保育士については、ご本人の意思が
最優先となりますが、募集要項において会計年度任用
職員の引き続きの雇用をお願いする旨を記載する予定
です。

5
保育
士

就学前の大切な時期に、慣れ親しんだ正規保育士がい
なくなるのは不安しかなく、数名を残してほしい。協
定期間中の市職員のフォローは、実際に園に常駐し
て、保育して助言、指導していけばよいと思う。

保育内容のほか、行事や地域との関係などの施設運営
全般の引継ぎは、1年かけて行います。また、合同保
育は、他市の事例等も踏まえ、少なくとも令和8年1月
から3月を予定しています。子どもや保護者の不安の
解消に向けて、丁寧な引継ぎを行ってまいります。
なお、令和8年度以降は、移譲先法人の責任において
保育を実施しますので、市は職員（保育士、事務職な
ど）が荒木、白峯保育園の両方を巡回して助言、指導
を行う形となります。

6
保育
士

信頼できる保育士が一斉に入れ替わるのは、保護者、
子どもにとって、民営化するから仕方がないの一言で
は済まされないと思う。せめて半年から数年の移行期
間を設けてほしい。そうでないと保育士の人柄で荒木
保育園を希望した保護者は納得できない。

荒木保育園の保育士を評価いただき、ありがとうござ
います。保育士が一斉に入れ替わることがないよう、
ご本人の意思が最優先となりますが、募集要項におい
て会計年度任用職員の引き続きの雇用をお願いする旨
を記載する予定です。
保育内容のほか、行事や地域との関係などの施設運営
全般の引継ぎは、1年かけて行います。また、合同保
育は、他市の事例等も踏まえ、令和8年1月から3月を
予定しています。3か月というのは最低基準と考えて
おり、実際の引継ぎ期間は移譲先法人の採用等も踏ま
えながら、最終決定する予定です。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

7
保育
士

保育士が変わることによる子どもの不安などが心配で
ある。

正規保育士は他の公立保育園へ異動となりますが、会
計年度任用職員の保育士については、ご本人の意思が
最優先となりますが、募集要項において会計年度任用
職員の引き続きの雇用をお願いする旨を記載する予定
です。

8
保育
士

慣れ親しんだ保育士が一斉に変わってしまうのは、子
どもたちが大丈夫か心配です。

ご本人の意思が最優先となりますが、募集要項におい
て会計年度任用職員の引き続きの雇用をお願いする旨
を記載する予定です。

9
保育
士

令和8年度以降も現在の正規保育士を1～2年程度は、
数名だけでも在籍してほしい。子どもたちの環境の変
化に対しての精神的な不安やストレスを少しでも軽減
できる方法を考えて下さい。

現時点で、正規保育士は他の公立保育園への異動を想
定しています。そのため、ご本人の意思が最優先とな
りますが、募集要項において会計年度任用職員の引き
続きの雇用をお願いする旨を記載する予定です。ま
た、合同保育の期間を活用しながら、新たな保育士と
慣れるよう取り組みます。

10
保育
士

全ての保育士が残らないということだけは、やめてほ
しい。子どもたちのためにも、知っている慣れている
保育士がいてほしい。

ご本人の意思が最優先となりますが、募集要項におい
て会計年度任用職員の引き続きの雇用をお願いする旨
を記載する予定です。

11
保育
士

慣れた保育士が入れ替わるため、親と保育士のコミュ
ニケーションや情報共有をしっかり取れるようにして
ほしい。

保護者と保育士のコミュニケーションは、信頼関係の
構築に向けて大事なことと考えます。企画提案書で
は、保護者への支援や連携についてどのように考える
のか、記載を求める予定です。

12
保育
士

子どもたちも戸惑うと思うので、そのケアをしっかり
としてほしい。

子どもの戸惑いや不安を解消するために、移譲先法人
と連携のもと、合同保育を始めとして配慮を行いたい
と思います。

13
保育
士

移譲先法人の保育士は、子どもたちの意見をきちんと
聞いてほしい。また、そのような指導ができる園長や
移譲先法人を選んでほしい。（荒木保育園は子どもた
ちの意見をよく聞いている。また、できない場合、で
きない理由を説明できる保育士が望ましい）

保育士が子どもの意見を尊重することは、こども基本
法で定められた原則であり、公立、私立を問わず、当
然取り組んでいます。移譲先法人の選考にあたっての
参考意見とさせていただきます。

14
保育
士

人事交流として、市の保育士が移譲後の園に出向（民
間園の保育士は、市の保育園に出向など）の措置を取
ることは可能か。

今回の民間移譲の目的である公立保育所の運営継続に
向けた正規保育士の再配置の観点から、現段階では人
事交流等の対応は想定しておりません。

15
保育
士

公立の保育士は、卒園しても声をかけていだくなど、
子どものことをきちんと覚えてある。それは子ども一
人ひとりにしっかりと向き合っている証拠である。ま
た、子どもたちに色々な体験をさせてやりたいと毎
日、試行錯誤している。民間の保育園ではこのような
保育をする余裕はないと断言する。

公立の保育士を評価いただき、ありがとうございま
す。ただし、久留米市の保育は多くの民間（私立）の
保育園や認定こども園により提供されていることも事
実です。公立、民間（私立）を問わず、各施設におい
て日々一所懸命保育を提供しています。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

16
保育
士

合同保育時より法人の保育士は実務経験のあるベテラ
ンのみ。新人を入れない。

募集要項において、経験・年齢のバランスが取れた保
育士配置とすることを記載する予定です。具体的にど
のクラスに誰を配置するかは、移譲先法人の判断とな
ります。なお、近年、公立保育所では、新人の正規保
育士が担任となる事例はありますので、申し添えま
す。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

1
公募
手続

どこの事業者が応募し、誰が選定されたのか、情報公
開してほしい。リアルタイムでは難しいかもしれない
が、ある程度選考が進み、落ち着いた段階でも報告が
ほしい。

久留米市プロポーザル方式の実施に関するガイドライ
ンに基づき、事業者公募を行います。移譲先法人決定
前の情報公開はできませんが、決定後はお知らせした
いと思います。

2
公募
手続

可能、不可能はあるかもしれないが、できるだけ「見
える化」してほしい。何かと不安がある保護者もい
る。移譲先法人との信頼関係を気付くうえでも重要と
考える。

ご指摘のとおり「見える化（可視化）」の取組みは、
極めて重要と考えます。保護者のご不安を少しでも取
り除けるよう、本市だけでなく移譲先法人において
も、その視点で取り組んでいきたいと考えます。

3
公募
手続

8月の説明会までに募集要項の素案はできる範囲で示
すべき。示せない事項は、その理由を説明すべき。

募集要項は10月開催予定の「久留米市立保育所の移譲
に係る受託法人選考委員会」において、決定されま
す。また、今回の事業者公募は「久留米市プロポーザ
ル方式の実施に関するガイドライン」に基づき実施す
る企画提案型の入札行為ですので、事前の募集要項案
の外部提供は行いません。

4
公募
手続

日本版ＤＢＳに対応していることを、事業者の選定理
由に明記してほしい。

日本版ＤＢＳは、子どもへの性暴力防止の観点から本
年6月に法律が成立し、国は今後2年ほどの間に制度運
用を開始することを目指してガイドライン等の策定に
取り組んでいます。具体的な運用方法が定まっていま
せんので、今回は個別記載を行いません。

5
公募
手続

法人選定前に在園児の保護者に最終候補を開示、選定
に保護者代表も介入させる。

移譲先法人は「久留米市立保育所の移譲に係る受託法
人選考委員会」が、提出された企画提案書の内容につ
いて、プレゼンテーション（面接含む）審査を行い、
決定します。今回の事業者公募は「久留米市プロポー
ザル方式の実施に関するガイドライン」に基づき実施
する企画提案型の入札行為ですので、保護者の皆さん
に対する事前の候補者開示はできません。また、保護
者意見は今回のアンケート内容を募集要項に貼付しま
すので、ご理解ください。

6
公募
手続

公私連携型保育園になってから5年間ではなく、協定
を結んでからの5年間（令和6年度の3月から5年間）と
いう認識で間違いないか。

公私連携型保育所の協定期間とは、公私連携型保育所
の運営開始となる令和8年度から令和12年度までの5年
間です。

7
公募
手続

移譲先法人が決定後、実際に運営する施設の見学会な
どを実施してほしい。どのような保育内容（行事など
を含め）か、確かめたい。保育園選びでも見学するこ
とは当たり前なので、実施してほしい。

移譲先法人が決定後、保護者から移譲先法人が運営す
る施設等の見学希望があれば応じるように、募集要項
に記載したいと思います。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

1
保護
者負
担

現在の持ち物に加えて、新しく買い替えたり、買い足
すことがないようにしてほしい。
（布団カバーやおしぼりの規定を変えてほしくな
い。）

基本的に現在の荒木保育園のルールを継承する予定で
す。追加や変更を行う場合は、保護者代表が参加する
三者協議会において話し合います。

2
保護
者負
担

保育料以外にも、保護者会費や遠足のバス代もあり、
兄弟姉妹が多いと特に負担が大きいと思うので、その
ようなフォローをお願いしたい。

基本的に現在の荒木保育園のルールを継承する予定で
す。追加や変更を行う場合は、保護者代表が参加する
三者協議会において話し合います。

3
保護
者負
担

制服は不要である。（体の大きさが大きく変わる時期
であるため）

基本的に現在の荒木保育園のルールを継承する予定で
す。追加や変更を行う場合は、保護者代表が参加する
三者協議会において話し合います。

4
保護
者負
担

指定のバッグや制服などは導入しないでほしい。
基本的に現在の荒木保育園のルールを継承する予定で
す。追加や変更を行う場合は、保護者代表が参加する
三者協議会において話し合います。

5
保護
者負
担

今まで通りの服装など、実費負担額の大きな変更は困
る。

基本的に現在の荒木保育園のルールを継承する予定で
す。追加や変更を行う場合は、保護者代表が参加する
三者協議会において話し合います。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

1
特別
支援

特別な支援が必要な子どもの受入では、どのくらい重
度の子どもを受入れ予定なのか。今後、医ケア等が必
要な子どもが入園希望した場合の対応を聞きたい。

原則としては、現在の荒木保育園と同レベル以上の受
入をお願いする予定です。なお、近年、医ケアが必要
な子どもの受入は、江南保育園（公立）で対応した事
例のみですので、申し添えます。

2
特別
支援

特別な配慮を要する子どもへの対応について、全ての
保育士がプロフェッショナルであればいいなと思う。

特別な支援が必要な子どもの受入は、現在の荒木保育
園と同レベル以上を応募条件とする予定です、また、
企画提案書では、保育士の人材育成の考え方につい
て、記載を求める予定です。

3
特別
支援

障害児や厳しい状況のこどもがの預け先が無くなって
いくのではないか。障害児が預けやすい公立を減らす
のではなく、違った方法があったのではないかと思う
ばかりです。

ご意見のとおり特別な支援が必要な子どもの受入につ
いては、計画においても公立保育所の役割の1つと考
えています。今回の計画は、少子化がより進むととも
に、財源や保育人材が限られる中で、施設の建替えや
保育の質の向上など、将来にわたり久留米市全体にお
ける保育環境の充実を図るため、公立保育所の運営再
編に取り組むこととしたところです。

4
特別
支援

加配が必要な子ども（特別な支援が必要な子ども）の
受入や対応は、今後どうなるのか。

特別な支援が必要な子どもの受入は、現在の荒木保育
園と同レベル以上を応募条件とする予定です、

5
特別
支援

障害を持つ子どもだけでなく、グレーゾーンの子ども
も入れてもらいやすい保育園が減少しないようにして
ほしい。

特別な支援が必要な子どもの受入は、現在の荒木保育
園と同レベル以上を応募条件とする予定です、



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

1
安全
管理

防犯対策は改善してほしい。誰もが入って来られるよ
うな環境なので、あまり安心できない。

事業者公募における企画提案書では、安全対策・危機
管理体制について、事業者からの提案を求める予定で
す。

2
安全
管理

教室に防犯カメラをつけ、園での様子を親がいつでも
確認できるようにしてほしい。民営化後の荒木保育園
に対して、信用と信頼が全くない。そもそも民営化が
わかっていたら、他の保育園を希望していた。

事業者公募における企画提案書では、安全対策・危機
管理体制について、事業者からの提案を求める予定で
す。

3
安全
管理

ケガの保護者への連絡は、今まで通りに続けてほし
い。また、看護師の保育園への配置も継続してほし
い。

保護者への連絡は、現行通り継続するよう引き継ぎま
す。また、保育所において看護師の配置義務はありま
せんが、可能な限り配置に努めていただくよう、依頼
したいと思います。

4
安全
管理

最近は、園児の事故等をよく（報道）見るので、保護
者と園の連携と安全管理はしっかりとしてほしい。

保護者への連絡は、現行通り継続するよう引き継ぎま
す。また、事業者公募における企画提案書では、安全
対策・危機管理体制について、事業者からの提案を求
める予定です。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

1
合同
保育

合同保育の期間が短いと思う。5年間の期間を設定し
ているので、延長等、園児へのフォローを手厚くでき
るよう、検討をお願いしたい。

合同保育は、他市の事例等も踏まえ、令和8年1月から
3月を予定しています。3か月というのは最低基準と考
えており、実際の引継ぎ期間は移譲先法人の採用等も
踏まえながら、最終決定する予定です。

2
合同
保育

移譲に伴う引継ぎ期間など、園児のケアが十分にでき
るような期間設定をお願いしたい。

保育内容のほか、行事や地域との関係など、施設運営
全般の引継ぎは、1年かけて行います。また、合同保
育は、他市の事例等も踏まえ、令和8年1月から3月を
予定しています。3か月というのは最低基準と考えて
おり、実際の引継ぎ期間は移譲先法人の採用等も踏ま
えながら、最終決定する予定です。

3
合同
保育

令和8年4月に新担任となる保育士は、最低移譲する3
か月前から受け持つクラスに、引継ぎを兼ねて入って
ほしい。

令和8年度の新担任予定者は、原則として担任予定ク
ラスでの従事をお願いする予定です。

4
合同
保育

引継ぎの時間は最大限確保してほしい。合同保育期間
を延ばしてほしい。新任となる保育士（特に担任とな
る保育士）には、少しでも今の荒木保育園を知って、
感じてほしい。

保育内容のほか、行事や地域との関係など、施設運営
全般の引継ぎは、1年かけて行います。また、合同保
育は、他市の事例等も踏まえ、令和8年1月から3月を
予定しています。3か月というのは最低基準と考えて
おり、実際の引継ぎ期間は移譲先法人の採用等も踏ま
えながら、最終決定する予定です。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

1
三者
協議
会

協議内容は保護者に開示されるのか。民営化後の協議
になると思うが、開催頻度や内容は、移譲先法人と取
り決める形となるのか。

三者協議会での協議結果等は、保護者の皆さんに情報
提供します。令和7年度は市が主催しますが、令和8年
度以降は移譲先法人の主催となりますので、令和7年
度中の三者協議会において、開催頻度や内容等につい
て、意見交換を行う予定です。

2
三者
協議
会

保護者代表と記載があるが、保護者会の会長が参加さ
れると思う。日頃の保護者会の活動もあり、会長の負
担を軽減するためにも、2～3名で参加することは可能
でしょうか。また、そのメンバーは保護者会側で決定
してもよろしいでしょうか。

三者協議会メンバーの考え方ですが、市は子ども保育
課長及び荒木保育園の園長、移譲先法人が理事長（理
事）及び園長予定者等を想定しますので、保護者代表
は会長含めて2～3名での参加をお願いしたいと考えて
います。なお、会長以外のメンバー選出は、保護者会
の中でお話いただければと思います。

3
三者
協議
会

公私連携協定期間（5年間）満了後、移譲先法人と保
護者会とのミーティングの開催を、募集要項に加えて
いただけないか。更なる信頼関係を気付くためにも、
保護者と園での定期的なミーティングは必要と考える
ため。

移譲先法人と保護者会の信頼関係構築の観点から、定
期的なミーティング開催は大切と思いますので、募集
要項に記載したいと思います。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

1
新規
サー
ビス

スイミング、英語、体育など、習い事が選択できると
良いと思う。

移譲先法人に対して、企画提案書の中で、「移譲にあ
たり配慮する取り組みや提案」を求める予定です。な
お、この保護者アンケートの結果は、募集要項に貼付
し、移譲先法人の提案を促すようにしたいと思いま
す。

2
新規
サー
ビス

スイミング、英語、体操教室など、習い事があると嬉
しいと思う。

移譲先法人に対して、企画提案書の中で、「移譲にあ
たり配慮する取り組みや提案」を求める予定です。な
お、この保護者アンケートの結果は、募集要項に貼付
し、移譲先法人の提案を促すようにしたいと思いま
す。

3
新規
サー
ビス

病児保育があると助かります。

移譲先法人に対して、企画提案書の中で、「移譲にあ
たり配慮する取り組みや提案」を求める予定です。な
お、この保護者アンケートの結果は、募集要項に貼付
し、移譲先法人の提案を促すようにしたいと思いま
す。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

1 給食
給食も今の基本手作りを続けてほしい。（市販は使わ
ない等）

給食は自園調理方式を継続し、可能な限り国産品を使
用し、野菜及び米類、果物に関しては、久留米産を積
極的に使用することを依頼します。また、事業者公募
における企画提案書では、食育及び給食提供の考え方
について、事業者からの提案を求める予定です。

2 給食 給食室の運営会社の変更はしない。

現行の委託業者から「移譲先法人が決定後、お互い民
間の立場で協議を行いたい」旨、お聞きしています。
双方が合意されれば契約となりますが、条件が整わな
い場合は移譲先法人が委託業者を探します。なお、本
市も契約満了後は再公募を行い、業者選定をしていま
すので、申し添えます。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

1
その
他

保護者会の役員の仕事も大変かと思うので、時代にあ
わせて変化してほしい。

保護者会、特に役員の皆さまには大変お世話になって
おり、ありがとうございます。保護者会については、
協定期間中（５年間）は荒木保育園での取り組みと同
様になる予定です。なお、保護者会の業務見直しは、
まずは保護者会で話し合われ、必要があれば三者協議
会で意見交換を行います。

2
その
他

民営化とは利益を求めることだと思う。そうなると経
費縮減のため、給食の量や質が減らないか心配であ
る。客観的かつ定期的に情報開示されることを要望し
たい。

保育園や認定こども園を運営する社会福祉法人や学校
法人は、公立と同じく、赤字運営は許されませんが、
利益追求のみを目的としておりません。一方で、利益
を追求する株式会社は移譲先として想定しておりませ
ん。また、必要な情報は三者協議会などを通じて共有
したいと考えています。

3
その
他

長年地域に愛され保育園だからこそ、反対の意見も多いと思
う。民営化の方針が決まってしまった以上、どうしたら今の
保育を続けられてもらえるか、もっと良い保育園にできる
か、が課題と思う。そのためにも、公立らしさ、私立らしさ
を兼ね備えたものにしていかなければならないと思う。保護
者と園との信頼関係をしっかりと築き、良い保育園だねと言
える未来を目指していければと思う。

荒木保育園の保育を評価いただき、ありがとうございます。
公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年間）は荒
木保育園が提供する保育やサービス内容を継承してもらう予
定です。また、協定期間内に三者協議会で意見交換を行いな
がら、保護者と移譲先法人の信頼関係を高めながら、公立の
よさと民間（私立）のよさを組み合わせた新たな保育園像を
作り上げていくものと考えています。

4
その
他

民営化のメリットは、市役所にあるだけで、子どもた
ちのメリットが見えない。公立だから子どもたちは伸
び伸びとできているが、私立となれば私は転園を考え
る。

今回の計画は、少子化がより進むとともに、財源や保
育人材が限られる中で、施設の建替えや保育の質の向
上など、将来にわたり久留米市全体における保育環境
の充実を図るため、公立保育所の運営再編に取り組む
こととしています。一方で、子どもや保護者の不安を
最小限に留めるため、公私連携型保育所制度を導入
し、協定期間中（５年間）は荒木保育園が提供する保
育やサービス内容を継承してもらう予定です。また、
協定期間内に三者協議会で意見交換を行いながら、保
護者と移譲先法人の信頼関係を高めながら、公立のよ
さと民間（私立）のよさを組み合わせた新たな保育園
像を作り上げていくものと考えています。
なお、残念ながら転園希望の場合は、10月の現況届で
その旨をお知らせください。

5
その
他

転園を希望した場合、必ず希望の園に通えるようにし
てほしい。

転園を希望される場合は、一般の転園に向けた対応と
同じく、10月に行う現況届にその旨をお知らせくださ
い。なお、民間移譲に伴う点数等の個別調整は、行い
ませんが、年度替わりの転園の加点があることを申し
添えます。

6
その
他

公立を希望し、自宅から少し遠い荒木保育園を希望し
た。できれば、他の公立保育園に転園したいと考えて
いるが、点数等の配慮はありますか。

転園を希望される場合は、一般の転園に向けた対応と
同じく、10月に行う現況届にその旨をお知らせくださ
い。なお、民間移譲に伴う点数等の個別調整は、行い
ませんが、年度替わりの転園の加点があることを申し
添えます。

7
その
他

子どもは荒木保育園の先生になることが夢と言ってい
るが、園をなくそうとしていて、子どもが夢はかなわ
ないと思ってしまうことも心配である。

荒木保育園の保育士を評価いただだき、保育士を目指
したいという思い、大変ありがたく思っています。今
回、公立としての荒木保育園は終了しますが、荒木保
育園自体は存続し、私立のよさを加味した新荒木保育
園となります。是非、将来は保育士として活躍いただ
くことを期待します。

8
その
他

保活をして、荒木保育園がよいと思って入園したの
に、変わるなら意味がない。

荒木保育園を選んでいただき、ありがとうございまし
た。荒木保育園は民間移譲しますが、公私連携型保育
所制度を導入し、協定期間中（５年間）は荒木保育園
が提供する保育やサービス内容を継承してもらう予定
です。その中で、公立のよさと私立のよさを兼ね合わ
せた保育園を目指します。



荒木保育園保護者アンケート意見・要望

№
要望
質問

保護者意見・要望 子ども保育課回答

9
その
他

民営化されれば、園長（事業者）の思想や考え方、価
値観が園の方針になると思うので、その方針に異論が
あれば退園を勧められそうで不安である。

公私連携型保育所制度を導入し、協定期間中（５年
間）は荒木保育園が提供する保育やサービス内容を継
承してもらう予定です。また、企画提案書では、移譲
先法の基本理念や方針等についても、記載を求める予
定です。また、理由もなく、入園中の子どもの退園を
お願いすることはありません。

10
その
他

園庭で伸び伸び走り回れたり、給食をお替りするほど
モリモリ食べられて、果物も大きく切り分けるなど、
子どもの健康を尊重してくれるところがとても気に
入っている。

荒木保育園の取組みを評価いただき、ありがとうござ
います。移譲先法人の選考にあたっての参考とさせて
いただきます。
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令和 6 年度荒木保育園重要事項説明書 

   

１．施設の概要 

 

２．施設の目的及び運営の方針 

(1) 本園は、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）に基づいて保育を必要と

する乳児及び幼児が心身ともに健やかに育成されるよう保育事業を行うことを目的とします。 

(2) 本園は、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生

活の場を提供するよう努めます。 

(3) 本園は、家庭との緊密な連携の下に､子どもの状況や発達過程を踏まえ､保育所における環境を

通して､養護及び教育を一体的に行います。 

(4) 本園は、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら､入所する子どもの保護者に対する

支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行います。 

(5) 本園は、保育所保育指針（平成 29 年度厚生労働省告示 117 号）において規定される保育の内容

に係る基本原則に関する事項等をふまえ、本園の実情に合わせて創意工夫をはかり本園の機能

及び質の向上に努めます。 

３．提供する保育・教育の内容 

  本園は、保育所保育指針及び４に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供します。保育内

容、給食及び健康管理については、児童の年齢や発達過程に応じ、ひとりひとりを大切にした、よ

り良い保育を行うとともに、子どもの人権に十分配慮し、子ども一人一人の人格を尊重して保育を

行います。 

保育理念 

・一人一人の子どもの育ちを支え、保護者を支援しながら地域に根づいた保育園をめざす 

保育指針 

名称 久留米市荒木保育園 

所在地 久留米市荒木町荒木 1484 番地 

電話番号 0942-26-3313 

設置認可年月日 昭和２７年３月３１日 

園長氏名 塚本 貴子 

利用定員 
０歳児  9 名  １･２歳児  38 名 

３･４･５歳児  93 名             計 140 名 

特別保育の実施状況 特別支援保育､延長保育（短時間保育認定児のみ） 

職員への研修の実施状況 
職種､経験に基づき各自の仕事のレベルを高めるために全ての職

員に実施 

嘱託医 ひだか子どもクリニック：日高 敏博 

嘱託歯科医 岡部歯科医院：岡部 英昭 
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・地域の保育園として社会的役割を認識しながら、豊かな人間性を持った子どもを育成する。 

・保護者を支援しながら安心して子育てができる環境を整える 

４. 開所日･開所時間及び休園日（令和 6 年度） 

 

５. 職員体制(令和 6 年 4 月１日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 入所児童の人数に応じて変動することがあります。 

 

６．保護者の負担について 

（1） 保育料 

保育料は給付認定を受けた市町村が定める保育料をお支払いただきます。 

（2） 実費徴収 

  保育料のほかに､保護者にご負担いただくものとして以下のものがあります。 

① カラー帽子代 １,０5０円 全園児 

② 絵本代 ４４０円程度希望者 

③ 公立保育所利用者主食費 月額 500 円 3 歳児以上 

④ 公立保育所利用者副食費 月額 4,500 円 3 歳児以上 

  上記のほか､体操服･園外保育交通費等について､ご負担いただくことがありますが、徴収額は年齢

等によって異なります。また､保護者会から保護者会費の徴収があります。 

(3) 延長保育料 

  １日 100 円（保育短時間認定で開所時間内の延長を希望する方） 

  延長保育時間 ７時３０分～８時３０分、１６時３０分～１８時３０分 

※ 保育標準時間（７時３０分～１８時３０分）を超える延長保育は実施しておりません。  

 

７. 利用の終了について 

 下記の事項に該当する場合は保育・教育の提供を終了します。 

開所日 月曜日から土曜日まで 

通常開所時間 ７時３０分から１８時３０分まで 

保育短時間 
短時間  ８時３０分から１６時３０分 

標準時間 ７時３０分～～１８時３０分 

休園（所）日 日祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日） 

職名 人数 

園長 １人 

主任保育士 １人 

保育士 ２０人 

調理員 外部委託 

嘱託医 １人 

嘱託歯科医 １人 
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(1) 保育認定の要件に該当せず、市町村が利用を取り消したとき。 

(2) 給付認定保護者から保育所利用の取消しの申出があったとき。 

(3) 市町村が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。 

(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

８. 緊急時における対応方法 

(1) 本園は、保育・教育の提供中に、入所児童の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、

速やかに保護者に連絡をするとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等の必要な措置

を講じます。 

(2) 保育・教育の提供により事故が発生した場合は、市子ども保育課及び保護者に連絡するとともに、

必要な措置を講じます。 

(3) 本園は、事故の状況や事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解

明し、再発防止のための対策を講じます。 

(4) 児童に対する保育・教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに

行います。 

(5) 自然災害発生時（大雨等）において、保育園（所）の所在する小学校校区に警戒レベル（避難情

報等）３以上が発令された場合には、保育園（所）は休園となります。開園時間中に発令された場

合には、速やかにお迎えをお願いします。 

(6) 災害等緊急時には、一斉メールシステムを利用してメールにて連絡（休園・早目のお迎え等）を

行います。メール連絡を希望されない場合は電話にて連絡いたします。 

 

９. 非常災害対策 

本園は、非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、少な

くとも毎月１回入所児童及び職員の避難及び消火訓練を行います。 

 

１０. 苦情・要望に関する相談窓口 

(1) 苦情受付担当者      (主任保育士) 渡邉 佳絵 ＴＥＬ２６‐３３１３ 

(2) 苦情解決責任者      (園長)    塚本 貴子 ＴＥＬ２６‐３３１３ 

(3) 第三者委員 

  山下 裕史   

  松尾 初江  

  渡邉 美也子  

 

１１．個人情報に関する事項 

本園は、入所児童及び保護者に関する個人情報の保護、秘密保持に努めるとともに、入所児童の成

長を支えるために、小学校や関係機関と情報共有したり、緊急時において、病院その他の関係機関に

対し必要な情報提供を行います。 

また、保育に関するお便り等に入所児童の写真等を掲載することがあります。掲載を希望されない

方は事前に申し出てください。 
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１２. 保険に関する事項 

本園では下記の保険に加入しています。 

保険の種類 日本スポーツ振興センター災害共済給付 

保険の内容 
保育中の災害等による負傷・障害・死亡などに対する

給付 

保護者負担金 ２５０円 

 

１３．給食について 

 

１４．年間行事予定(令和 6 年度) 

当園の給食の方針 

保育園の給食は、①おなかがすくリズムの持てる子ども、②食べたいも

の、好きなものが増える子ども、③一緒に食べたい人がいる子ども、④

食事つくり、準備に関わる子ども、⑤食べものを話題にする子どもを目

指し、毎日の給食や保育の中で食育を行います。 

昼食･おやつ 

3 歳未満児は 10 時のおやつ･昼食･3 時のおやつを､3 歳以上児は昼食･3

時のおやつを提供します｡ 

献立の内容については､毎月月末に翌月の献立表をお配りします。 

アレルギー等への対応 
アレルギー食物の除去･解除につきましては､医師の｢アレルギー除去食

に関する診断書(主治医意見書)｣等の指示に基づいて実施します。 
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月 行事内容 月 行事内容 

4 月 
入園式 歓迎遠足（全クラス） 

内科検診  
10 月 

運動会 荒木町まつり             

親子バス遠足(４、5 歳児) 観劇 

ぎょう虫卵検査 尿検査  内科検診 

おにぎり弁当の日 

5 月 

園外保育（全クラス）  

クラス懇談会 歯科検診 

尿検査 

11 月 

山登り（4･5 歳児)園外保育(0･1･2･3 歳児)  

お芋パーティ ０・１歳児クラス発表 

歯科検診  

6 月 
歯科衛生指導 

プール開き 
12 月 

クリスマス会 ３・５歳児劇発表 

もちつき しめなわ作り(5 歳児) 

 

7 月 
七夕まつり  

お泊り保育（5 歳児） 
1 月 

左義長 ２・４歳児クラス劇発表 

 

8 月 交通安全教室              2 月 
節分 懇談会  

卒園･修了記念写真撮影 おわかれ遠足 

9 月 プール納会 園庭作業       3 月 

ひなまつり・お茶会   

お別れ会  

卒園式・修了式  

毎月の行事：身体計測・避難訓練・誕生会・毎月のクッキング 
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荒木保育園（４月１日現在）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

令和２年 5 18 23 26 24 29 125

令和３年 5 17 24 28 29 28 131

令和４年 6 16 22 30 29 30 133

令和５年 3 18 19 26 30 30 126

令和６年 6 18 20 23 26 30 123
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地域子育て支援センター 

基本理念 

子どもの笑顔があふれるまちづくり 

             基本視点 

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援を行う 

活動方針 

 

 

1. 保護者と子どもが安心して過ごせる居場所と交流の場を提供する。 

 

 

2. 保護者の気持ちに寄り添いながら個別支援や訪問支援を通して、子どもとの

関係づくりを支援する。 

 

 

3. 子育てのことを語り合えるコミュニケ―ションの場をつくり、サークル作り

を応援する。 

 

 

4. 子育て家庭や地域への子育て情報の提供や啓発を行う。 

 

 

5. 地域と関係機関を含めたネットワーク作りを通して、子育て家庭を支援する。 

 

 

6. 「子育て世帯と継続的につながるための工夫」を行う。 



 

 

地域子育て支援センター事業内容 

 

1. 子育て交流の場の提供  

目 的  利用者同士の交流や仲間づくり、妊娠、出産、育児に伴う不安・悩み・負担感 

     の軽減及び子育て情報の提供 

 

（１）子育てサロン 

   対 象  未就学児とその保護者、妊婦 

   内 容  自由に遊ぶ場 子育て情報の提供、子育て相談、絵本の読み聞かせなど 

場 所  各子育て支援センター 

   日 時  月～木曜日（9：30～11：30、13：00～15：00） 

金・土曜日（9：30～12：00） 

日・祝日・12/29～1/3を除く 

※ 田主丸子育て支援センターのみ 12/28～1/4を除く 

※ 松柏子育て支援センターのみエンゼルミーティングの日を除く 

 

（２）らっこくらぶ 

   対 象  生後 12か月までの乳児とその保護者、妊婦 

   内 容  参加者同士の交流、ふれあい遊び、絵本の読み聞かせ、子育て相談、身体

計測など 

  場 所  各子育て支援センター  

日 時  毎月第２金曜日（9：30～12：00） 

 

（３）マタニティ交流会 

  対 象  久留米市に住民票のある妊婦 

  内 容  オリエンテーション（子育て支援センターの概要・母子保健事業） 

       参加者同士の交流及び相談 

  場 所  各子育て支援センター 

  日 時  各子育て支援センターで年１回  

       13：30～15：00 

 

  

 

 

 



 

 

2. 子育て相談  

  目 的  育児に伴う不安・悩み・負担感の軽減、情報の提供 

対 象  未就学児のいる保護者、妊婦、 

相談員  子育て支援センター職員 

  場 所  各子育て支援センター 

 日 時  月～土曜日 9：00～17：00（祝日・12/29～1/3を除く） 

田主丸子育て支援センターのみ （12/28～1/4を除く） 

方 法  面接・訪問・電話・FAX・メール 

      ※相談内容によって、保健師、社会福祉士、家庭子ども相談課等と連携して

支援を行う 

※支援センターケース会議で相談ケースを随時検討する 

 

3. 子育て支援センター講演・講座開催 

目 的  ・育児に伴う不安・悩み・負担感の軽減、保護者のリフレッシュを図る 

・家族で孤立しがちな子育て中の人たちをサポートする 

   対 象   未就学児とその保護者、妊婦 

   実施回数  ・各子育て支援センター主催の講座  月 1回以上開催 

 

 

（１）各子育て支援センター主催の講座 

   内 容  保健師による講座、助産師による育児相談、リフレッシュ体操、ベビーマッサ

ージ、整体、おもちゃ作り、 絵本の読み聞かせ、わらべうた、ふれあい遊び、

食育の話、季節の製作（クリスマス、お雛様など）など月１回以上開催 

 

4. 子育てサークルの育成支援 

 

（１）すくすく子育て委員会（校区サロン事業）の育成支援  

目 的  地域の子育て支援のニーズに応えるために、小学校区を単位として、主任児

童委員及び地域の団体の代表などで組織された「すくすく子育て委員会」主

催の校区サロンを育成支援する。 

内 容  子育て相談、ふれあい遊び、読み聞かせ等を行う近隣の校区サロン事業に月１

回程度の参加（10：00～11：30） 

 

 



 

 

5. 子育て情報提供 

（１）地域子育て支援センター通信発行 

   毎月 1回、各子育て支援センターで「サロン便り」を発行 

  

（２）サロン内掲示   

  久留米市の子育て情報（子育て相談、講座、イベント等） 

 

 



お仕事相談カフェ ３日（火）午前 

キャリアカウンセラーによる子育て中の方の就職に関

する相談や情報提供。 

 

お楽しみ ２７日（金）11：00～11：30 
 

わらべうた、ふれ合いあそび、エプロンシア
ター、絵本読み聞かせなど 

 

🎶 きりすちょん きりすちょん 

きりすちょん きりすちょん こどもに取られて 

あほらしちょん 

（ひざに乗せたり、はずんだりして遊びます） 

 

      

 

久留米市 荒木町荒木 １４８４（荒木保育園内） 

Tel・Fax0942-26-0064 araki-si@city.kurume.ｌｇ.jp 

 

子育て支援センターの開所時間 ９：００～１７：００ 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ 

サロン 

サロン 

３ 
サロン 

（お仕事相談カフェ） 

サロン 

４ 

サロン 

サロン 

５ 

サロン 

サロン 

６ 

サロン 

 

７ 

サロン 

８ ９ 

サロン 

サロン 

１０ 

サロン 

サロン 

１１ 

サロン 

サロン 

１２ 

サロン 

サロン 

１３ 

らっこくらぶ 

１４ 

サロン 

１５ １６ 

おやすみ 

１７ 

サロン 

サロン 

１８ 

サロン 

サロン 

１９ 

サロン 

サロン 

２０ 

サロン 

２１ 

サロン 

２２ ２３ 

おやすみ 

２４ 

サロン 

サロン 

２５ 

サロン 

サロン 

２６ 

サロン 

サロン 

２７ 

サロン 

（お楽しみ） 

２８ 

サロン 

2９ ３０ 

サロン 

サロン 

     

令和６年９月 

 

 

サロン（遊びのひろば）の利用時間 
就学前のお子様と保護者の方が自由に遊べます。 

月～木 ９：３０～１１：３０ 

１３：００～１５：００ 

金、土 ９：３０～１２：００ 

予約優先制 定員 11 組程度 

  

子育て相談：育児で気になることなど、 

相談をお受けしています。気軽にお声かけく

ださい。 

（サロン時、来所、電話、メール、訪問で対応） 

子育て相談 
育児で困っていること、気になることなど相談を 

お受けしています。サロン中に、お声かけください。 

※個別相談(１５時～１７時)、 訪問は要予約 

電話、メール 

 ＊サロン利用時のお願い＊ 

・発熱や咳、鼻水など風邪の症状がある方や下痢、嘔吐など 

体調が優れない方のご利用はお控えください。 

らっこくらぶ １３日 （金） 午前 

 毎月第２金曜日は、12 カ月までの赤ちゃんと 

保護者、妊娠中の方を対象とするサロンです。 

 身体計測、ベビーマッサージ、ふれあい遊び、 

交流、子育て相談、絵本の読みきかせなど 

※9：４5～ベビーマッサージを始めます。 

（バスタオルをご持参ください） 

 

催しは人数把握の為 
予約をお願いします 

。 

 


